
「大分県新電子申請システム」による
「規則及び認証書の謄本交付」

申請方法

※事前に用意しておくもの

「規則及び認証書の謄本交付」の申請にあたっては、電子申請システムに代
表役員であることが証明できる書類のファイルを添付します。

この手順書に記載している操作を行う前に、Word、Excel等で作成したファ
イルや、紙の書類をスキャンしてPDF、JPG等の形式で保存したファイルを用意
しておいてください。
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１ 大分県ホームページから「大分県新電子申請システム」にアクセス

大分県ホームページの「宗教法人に関する事務について」のページ
(https://www.pref.oita.jp/soshiki/11700/syuuky-.html)にある
対象手続きをクリック。

対象の手続きをクリック

https://www.pref.oita.jp/soshiki/11700/syuuky-.html
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２ 「大分県新電子申請システム」へのログインまたはアカウント登録

下の「規則及び認証書の謄本交付申請書」画面で「ログインして申請に進む」をクリック
すると、「Grafferスマート申請」のログイン画面が開きます。

①「ログインして申請に進む」を
クリック
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①Grafferアカウント登録を行っている場
合は、こちらをクリック。その後、メールア
ドレスとパスワードを入力。

②Grafferアカウント登録を行っていない場合は、こちら
をクリック（Grafferアカウントでログインする場合）

※GoogleやLINEアカウントでの
ログインもできます。

（Grafferアカウントでログインする場合）すでにアカウント登録を行っている場合は、メールアドレスとパ
スワードを入力して「Grafferアカウントでログイン」をクリックしてください
（Google、LINEアカウントでもログインできます）。

※新電子申請システムのアカウント作成方法についてはこちらをご覧ください。
https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/denshishinsei-faq0002184756.html

※新電子申請システムのログイン方法についてはこちらをご覧ください。
https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/denshishinsei-faq0002184759.html

※アカウント作成やログインに関することは、電子申請県民向けヘルプデスクにお問い合わせください。
（Tel：097-506-2457）

https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/denshishinsei-faq0002184756.html
https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/denshishinsei-faq0002184759.html
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「メールアドレスでログイン」の後に、下の画面が表示されます。
「利用規約に同意する」にチェックをつけて、「申請に進む」をクリックしてください。

①利用規約を確認し、「利用規約に同意する」に
チェックを入れて、「申請に進む」をクリック



３ 入力フォーム（①法人情報の入力）

「法人を検索して自動入力する」を押し、所在地の都道府県を選択後、法人名を入
力し、検索ボタンを押すと、住所が自動入力されます。



３ 入力フォーム（①法人情報の入力）

または、宗教法人名を入力、郵便番号を入力し、「郵便番号から住所を入力」を押
すと、住所の一部が自動入力されます。

番地等住所の続きを
入力してください。
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３ 入力フォーム（①法人情報の入力）

法人の名称、事務所の所在地等を、それぞれの欄に入力してください。
入力後、「一時保存して、次へ進む」をクリックしてください。

各欄に入力後、
ここをクリック
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３ 入力フォーム（②交付理由の入力）

該当する交付理由にチェックを入れてください。
入力後、「一時保存して、次へ進む」をクリックしてください。

チェック後、
ここをクリック
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３ 入力フォーム（③書類の添付）

「代表役員であることが証明できる書類」のデータ（あらかじめ用意したもの）を
「ファイルを選択・・・」から添付してください。

提出書類を添付後、
ここをクリック
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３ 入力フォーム（④手数料の支払い）

チェック後、ここをクリック



11

４ 申請内容の確認
必要書類を添付した後は、下のような申請内容を再確認する画面になります。

…

確認して修正等が無ければ、
ここをクリックして申請します。
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５ 提出完了
下の「申請が完了しました」の画面が表示されたら、提出完了です。

※登録したメールアドレスに、「申請受け付けのお知らせ」が届きます。
届いたＵＲＬから申請した内容を確認することが出来ます。



問い合わせ先

○規則及び認証書の謄本交付申請書について

大分県総務部県政情報課：097-506-2263

○新電子申請システムの操作方法等について

大分県新電子申請システム県民向けヘルプデスク：097-506-2457

（毎日8時30分から17時15分（土日祝日及び12月29日から1月3日は除く））


